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適時開示体制の概要図

・通常の開示事案
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・緊急性がある開示事案
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①ＴＤｎｅｔにより公表文を東証へ送信、東証ホームページに掲載される

②インターネット上の当社ホームページに掲載

③社内イントラネットに掲載し、社内周知徹底


